
 

 

本学では、勉学意欲及び能力がありながら、経済的理由により修学が困難な学生や、家計

が急変して学業の継続が困難となった学生に対し、学資の一部を貸与することによって経済

的負担を軽減し、学業を継続させることを目的にした各種奨学金を扱っています。 

募集時期等の詳細については、学内掲示板に掲示するので、希望者は掲示を確認してくだ

さい。 
 

 

 

 

日本学生支援機構が「独立行政法人日本学生支援機構法」に基づき、人物学業ともに優秀

であり、経済的理由のため修学困難な学生に貸与する制度で、概要は次の通りです。 

 

① 平成 29 年度 貸与月額一覧表 
 

種類 
貸与月額 

利息 
自宅 自宅外 

第一種奨学金 
54,000 円 50,000 円、64,000 円 

なし 
20,000 円、30,000 円、40,000 円 

第二種奨学金 20,000 円～120,000 円（10,000 円刻み） 
平成 29 年度 4月現在 

年利 3%を上限に選択制 

 

 

② 募集時期 
 

募集時期 受  付 備  考 

4 月中旬 

本郷・お茶の水キャンパス 

事務室教務課 

（保健医療学部担当） 

家庭の事情が急変（世帯主死亡・火災など）した

ため貸与を希望する者は、受付時期に関わらず申

し出てください。 

 

③ 出願資格（学力基準のみ掲載、家計基準は日本学生支援機構ホームページを参照） 
 

 【 第一種、第一種と第二種の併用貸与 】 

1 年 次 2 年 次 以 上 
 

・高校 2～3年の成績の平均が 3.5 以上の人 

・高等学校卒業程度認定試験合格者 

・家計支持者が住民税非課税であり、下記い

ずれかに該当する人 

 ①特定の分野において、特に優れた資質能

力を有し、特に優れた学修成績を修める見

込みがあること 

②学修に意欲があり、特に優れた学修成績

を修める見込みがあること 

 

・大学の成績が本人の属する学部（科）の上

位 1/3 以内の人 

  

 

奨学金制度について 

日本学生支援機構奨学金 



【 第二種 】 

全  学  年 
 

・出身学校又は大学における学業成績が平均水準以上と認められる者 

・特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる者 

・大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者 

・高等学校卒業程度認定試験もしくは大学入学資格検定合格者で、上記に準ずると認められる者 

 
④ 緊急採用・応急採用について 

 

家計支持者の失職、破産、事故、病気、死亡等若しくは震災、風水害、火災その他の災害、

又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したこ

とにより、家計が急変した際に貸与する奨学金制度です。 

 

☆ 緊急採用 ： 第一種の学力基準を満たす人でなくても、特定の分野において特に優れ

た資質能力があると学校長が認めた人、また、学修に意欲があり、学業

を確実に修了できる見込みがあると学校長が認めた人も申し込むことが

できます。 

☆ 応急採用 ： 第二種の学力基準よりゆるやかな基準となっています。 

 
⑤ 奨学生の採否 

 

出願者の中から、奨学生推薦基準に基づき学内選考委員会で適格者を選考のうえ、日本学

生支援機構に推薦し、日本学生支援機構が採否を決定します。 

 
⑥ 貸与期間 

 

貸与期間は、採用時から卒業までの最短就業年限ですが、学業成績不振、品行不良等の場

合は、年度途中であっても奨学金の停止あるいは取消の処分を受けることがあります。 

 
⑦ 奨学金の返還 

 

日本学生支援機構の奨学金は、返還の義務を伴います。卒業後、日本学生支援機構が指定

する期日より、返還が開始されます。 

 
⑧ 予約奨学生 

 

高校時代に日本学生支援機構の予約奨学生となった者は、「進学届」を所定の期日までに

本郷・お茶の水キャンパス事務室教務課（保健医療学部担当）に提出してください。 

 
⑨ 高校時代の日本学生支援機構奨学金受給者 

 

高校時代に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた奨学生は、「在学届」を所定の期

日までに本郷・お茶の水キャンパス事務室教務課（保健医療学部担当）に提出してください。

大学在学中の返還が猶予されます。この手続をしないと奨学金返還払込通知が送付されます

ので注意してください。 

 

 

 

 



 

 

 

その他の奨学金制度については、制度によって金額や採用条件が異なりますので、学内掲

示板をご確認いただくか、本郷・お茶の水キャンパス事務室教務課（保健医療学部担当）に

相談してください。 

 

 

 

 

 

本学に入学・在学する学生の保護者の方は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申

込むことができます。「国の教育ローン」は、教育に必要な資金を融資する公的な制度で、

これまで 430 万人を超える方々に利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、「国の教育ローン」コールセンター（0570－008656）までお問い合せください。 
 

「日本政策金融公庫ホームページ」のご案内 
 

○ホームページアドレス  http://www.jfc.go.jp/  ※ホームページからも申込み可 

 

 

 

 

 

修学援助基金とは、在学生の学費支弁者に不慮の事故あるいは天災等により学費の支弁に

困難が生じた場合、保護者会より、修学困難な学生に学資の一部を支給する制度です。 

詳細は保護者会発足後、案内をいたします。 
 

その他の奨学金制度について 

国の教育ローン（日本政策金融公庫） 

【融 資 額】 学生・生徒１人にあたり 350 万円以内 
 

【利   率】 年 1.78％（平成 30年 11 月 12 日現在） 
 

【返済期間】 15 年以内（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または世帯年収

（所得）200 万円（122 万円以内）の方は 3年の延長が可能） 
 

【使いみち】 入学金、授業料、教科書代、アパートの敷金・家賃など 
 

【返済方法】 毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能） 

修学援助基金 


